
町内会・自治会 こんな疑問ありませんか？

町内会・自治会への加入を希望される方で、町内会長などのご連絡先がわからない場合には、
お取り次ぎいたしますので区役所地域力推進課までお問い合わせください。

スマートフォンからもお申し込みいただけます。
ご入力いただいた内容をもとに、区役所が町内会長・自治会長へ取り次ぎを行います。
その後、町内会長・自治会長から加入希望者へご連絡します。
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/shiminsanka/1011056/1011098/1011099.html
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Q.町内会・自治会活動を始めるには？

A.
①既存の町内会・自治会に加わる ②新たに
立ち上げる、という2つの方法があります。
市区による支援を受けることもできます。

Q.自分の生活は自分で完結している
のですが入る必要はありますか？

A.

町内会・自治会では、夜道を照らしてくれる
防犯灯の維持管理や、快適な住環境の維持に
欠かせない資源ステーションの管理・清掃活動、
１人では解決できない地域課題への対応なども
行っています。普段の安心・安全な暮らしは
地域の支えによって成り立っています。

A.

［メリット］
・顔の見える関係が生まれ、地域とのつながりができる
・地域の情報が届き、いざというときに助け合える
［デメリット］
・月々の会費や役員をお願いされるなど一定の負担は
 ありますが、地域でのつながりの機会にもなります。

メリット・デメリットよりも地域での基盤
づくりとしてとらえてはいかがでしょうか。

Q.加入のメリット・デメリットは?

Q. 役員などがまわってくると
負担が大きいのでは？

A.仕事や家庭の状況に応じて、過度な負担にならないよう、地域で話し合います。

Q.町内会費・自治会費は
どんなことに使われるの？

A.
町内会や学区で実施する防犯灯の維持
管理や清掃活動、防災備品の購入、
地域イベントの開催など、地域の暮らしを
より良くするために使われています。

Q. マンション内だけでなく地域との
つながりが必要でしょうか？

A.
町内会・自治会では、通学路の見守りや
災害に備えての訓練など、マンションの
外も含めた地域全体での支え合いに
取り組んでいます。

活動しています

町内会
自治会が
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町内会・自治会はくらしの身近なところで「安心」と「つながり」を支えています。町内会・自治会はくらしの身近なところで「安心」と「つながり」を支えています。町内会・自治会はくらしの身近なところで「安心」と「つながり」を支えています。町内会・自治会はくらしの身近なところで「安心」と「つながり」を支えています。

地域で取り組む
いざという時への備え

防災訓練や安否確認など、
いざというときに助け合える
体制を整えています。

きれいで快適なまちを
保つために

資源ステーションの管理、
清掃活動などを行い、

きれいなまちづくりをすすめます。

地域で支える
安心・安全な暮らし

防犯灯の管理や見守り活動を通じて、
安心・安全な地域づくりに
取り組んでいます。

安心して暮らせる
環境のために

危険箇所の
確認や改善要望を行い、

事故を防ぐ取り組みをしています。

暮らしに役立つ情報を
届けるために

回覧板や掲示板で、
地域や市からのお知らせを

共有しています。

地域課題の
解決に向けて

地域の困りごとを、
必要に応じて関係機関と連携し
解決に向けて取り組んでいます。

世代をこえた
支えあいのために

人と人がつながる
交流の場づくり

おまつりや行事を実施し、
住民同士のつながりを
つくっています。

町内会・自治会では、防災訓練や非常時の連絡体制づ
くりなどを行っているほか、日常的な声かけや見守り
活動を通じて、いざという時に支え合える地域のつな
がりを育てています。

学区連絡協議会
小学校区を範囲として、地域の各種団体が連携し活動する組
織です。近隣の町内会・自治会同士も協力し、おまつりや防災
訓練など、より規模の大きな活動を行っています。

指定避難所
（例：学校体育館など）

指定緊急避難場所
（例：公園・学校など）

※危険を感じたら「指定緊急避難場所」へ。
　自宅で生活できない場合は「指定避難所」へ。

あらゆる世代の人たちが地域で安心して
暮らせるように、高齢者や子育て世代への
声かけや見守り活動を行っています。




